
担

当

課

（

室

）

 

目
　

　

　

次

 

発

行
　

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目
　

　

　

次

 
 

【

告
　

　

　

示

】

 

◯
　

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

地

域

医

療

推

進

課

 
 

の

更

新

 
 

◯
　

〃

〃

 
 

◯
　

知

事

指

定

薬

物

の

指

定

の

失

効

医

薬

安

全

課

 

◯
　

漁

船

保

険

付

保

義

務

発

生

の

た

め

の

同

意

の

認

水

産

課

 
 

定

 
 

◯
　

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

 
 

【

公
　

　

　

告

】

 
 

◯
　

土

地

改

良

区

の

定

款

変

更

の

認

可

耕

地

課 

◯
　

林

業

種

苗

法

に

基

づ

く

生

産

事

業

者

の

登

録

の

治

山

課
 

 

失

効

 
 

◯
　

一

般

競

争

入

札

の

実

施

警

察

本

部

会

計

課

 
 

【

監

査

公

表

】

 

◯
　

監

査

の

結

果

に

基

づ

き

講

じ

た

措

置

の

状

況

の

監

査

事

務

局

公

表 岡

山

県

公

報

 　　令和８年７月７日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１２８１７号



◎
岡
山
県
監
査
公
表
第
六
号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

地
方
自
治
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
□
第
百
九
十
九
条
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
り
□
監

査
の
結
果
に
基
づ
き
□
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
□
た
の
で
□
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
□
次
の

と
お
り
公
表
す
る
□ 

 
 
 
 

令
和
八
年
七
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

岡
山
県
監
査
委
員 

 
 

鳥 
 

井 
 

良 
 

輔 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
監
査
委
員 

 
 

河 
 

野 
 

慶 
 

治 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
監
査
委
員 

 
 

槙 
 

尾 
 

俊 
 

之 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
監
査
委
員 

 

飛 
 

山 
 

美 
 

保  

令和８年７月７日　岡山県公報　第１２８１７号



監 査 対 象 団 体 

（監査対象団体を所管する県の部局） 
監査実施年月日 監査結果公表年月日 

おかやまマラソン実行委員会 

（環境文化部） 
令和８年１月27日 令和８年３月27日 

監査の結果（指摘事項） 

 令和６年度の収支決算について、補正措置等を講じることなく、予算額を超過して

支出が行われていた。 

措置の状況     

予算額を超過する支出が見込まれる場合は、補正措置を講じるなど適正な予算管理

を行うことにより、透明性の高い委員会運営に努めていく。 

 

公益財団法人岡山県育英会 

（教育庁） 
令和７年12月16日 令和８年３月27日 

監査の結果（指摘事項） 

令和６年度末の奨学金未収償還金が、前年度末に比べ総額は減少しているものの、

280,966,614円と多額になっており、早期解消が必要である。 

措置の状況     

取組を強化している過年度滞納者に対する電話及び訪問による督促を粘り強く継続

実施したことや、債権回収会社を積極的に活用した結果、前年度と同様に、未収償還

金が大幅に減少している（令和５年度減少額 約 730 万円→令和６年度減少額 約 2,980

万円→令和７年度減少額 約 2,650 万円）。 

長期滞納者に対しては、個々の事情に応じた分割返還の働きかけを行い、計画的な

返還を強化する。 

 また、悪質な長期滞納者に対しては、積極的に法的措置による対応や、債権回収会

社への委託を進めるなど厳正に対処する。 

 更に、新たな未収償還金の発生を防止するために、新たな返還が始まる者の滞納発

生時に、迅速な状況の確認や督促を徹底する。 
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